
公益財団法人 窓研究所 1/4 

農村・漁村地域における木造船の建築活用から見た

舟板建築文化圏の解明

菅原 遼※1 

概要 本研究では、不要化した木造船の舟板を建築物の建築資材として転用した「舟板

建築」を対象に、全国の立地分布の傾向や建築特性、水文化との関連性の解明に向けて

調査を実施した。調査の結果、西日本中心の分布傾向が確認できた舟板建築は、漁業や

資材運搬等で木造船文化が醸成されてきた地域にて多用されており、木造船特有の部材

の厚みや防腐、耐塩性等の効果が期待されることで民家や蔵の外壁等への転用がなされ

ていた。また、地域内の舟材の資材循環だけでなく、他地域から舟板の廃材を買い取り、

商人屋敷の外壁等に転用した使用過程も確認できた。
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研究背景と目的 

風土性や地域固有の歴史的文脈に応じて

形成されてきた建築物が地域資源として認

識され始めた昨今、地域特有の水文化から

形成された建築物についても再評価されて

きている。こうした中、不要化した木造船

の廃材を建築資材として再利用した建築物

（以下、舟板建築）は、舟板を継ぎ接ぎし

た様相や舟釘の痕跡から独特な建築物の外

観や集落景観を生み出している。しかし、

各地域の舟板建築は、建物の老朽化や所有

管理の継承の難しさ等に伴い解体・撤去が

進んでいる。また、学術的調査としては、

舟板建築の個別事例を扱った調査が若干数

報告１）されているものの、舟板建築の全国

的な広がりや地域独自の歴史的文脈との関

連性を捉えた調査研究は皆無であり、舟板

建築に関する全国調査を通した水文化と舟

板建築との関係や全国的な波及度合い及び

その背景（＝舟板建築文化圏）の実態解明

に加えて、地域特有の建築文化としての舟

板建築を記録していくことは喫緊の課題と

いえる。 

そこで本研究では、全国の舟板建築の分

布状況と利用状況を把握した上で、舟板建

築が現存する地域での形成経緯や建築特性

を捉え、舟板の転用実態と水文化との係わ

りを明らかにすることを目的とする。

研究成果と考察 

（１）調査対象地の選定及び調査方法

本研究では、一次調査として、「舟板」や

「舟板塀」等のキーワードを用いて WEB
調査を実施し、舟板建築の全国分布や利用

状況、使用部位等を整理した。また、舟板

建築が分布する自治体への電話ヒアリン

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
※1 日本大学 助教



公益財団法人 窓研究所 2/4 

グ調査を実施し、建物用途や舟板建築の認

識の有無を確認した。次いで、二次調査と

して、抽出した舟板建築の内、①文化財等

への指定、②複数の舟板建築が確認できた

地域として、新潟県佐渡市宿根木（以下、

宿根木）、滋賀県東近江市伊庭町（以下、伊

庭町）、滋賀県東近江市五個荘金堂町（以下、

五個荘金堂町）への現地調査を行い、追加

調査として、自治体もしくは地域組織の協

力が得られた滋賀県長浜市（以下、長浜市）、

広島県竹原市（以下、竹原市）、香川県観音

寺市伊吹島（以下、伊吹島）、愛媛県大洲市

（以下、大洲市）の 7 ヶ所を対象に、実測

調査や自治体や地域組織へのヒアリング調

査を実施し、地域内の舟板建築の分布状況

や舟板の規模、使用部位、建築経緯、現在

の維持管理状況等を把握した。

（１）全国の舟板建築の分布状況

図 1 に示す通り、舟板建築は全国 52ヶ所

で確認でき、大阪府が 14 ヶ所と最も多く、

滋賀県が 9ヶ所、香川県が 6ヶ所と続き、

西日本を中心とした分布状況を確認できた。

次いで、文化財等の指定状況に着目すると、

重要的建造物群保存地区及び有形文化財が

ともに 2 ヶ所、指定文化財及び登録文化財

がともに 1 ヶ所確認できた。また、自治体

の認識状況に着目すると、23ヶ所が舟板建

築を認識していた一方、建築経緯や今後の

保全方針の検討等については必ずしも講じ

られていない状況が確認できた。

（２）舟板建築の形成過程と建築特性

図 2 に示す通り、舟板建築は、宿根木で

6軒、伊庭町で 7軒、五個荘金堂町で 16軒
確認できた。表 1 に示す通り、宿根木では

舟板建築は解体・撤去されてきた経緯があ

り、現在では展示用として舟板の一部が保

存されている。伊庭町では集落景観の保全

活動が取り組まれているが舟板建築の保全

策は講じられていない。五個荘金堂町では

重要伝統的建造物群保存地区の保存対象と

図１ 全国の舟板建築の分布状況 
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して舟板建築も含まれており、自治体や地

域組織による保存活動が行われている。

舟板の使用過程に着目すると、地域内で

使用されていた木造船の廃材を再利用した

「地域内循環型」と地域外の舟板を買取り

建築資材として再利用した「地域外転用型」

に分類できた。地域内循環型は、舟大工の

町として発展してきた宿根木や水路網の移

動手段として田舟を利用してきた伊庭町が

挙げられ、木造船の舟板の活用方策として

主屋及び蔵の腰板や外壁への転用が確認で

きた。地域外転用型は、近隣集落にて使用

されていた田舟の廃材を大工が安価に買取

り、商人屋敷の外壁や外塀に転用してきた

五個荘金堂町が挙げられる。また、舟板を

建築資材として再利用する理由としては、

本来水に浸かっていた舟底部分を外壁等に

転用による防腐、耐塩、耐火、防虫効果へ

の期待や、舟板の厚みを活かした外壁への

転用がみられた。特に平底舟である田舟は

舟底が比較的平らなため建築資材として活

用しやすく多用されてきた。また、舟板建

築の意匠面の特徴として、舟底形が外壁に

表出する点や規則的に空いた舟釘跡、木材

の浮腫み等が挙げられる。また、漁船を転

用した外壁には、「イケマ」と呼ばれる船底

に設けた生簀の取水・出水口の痕跡も確認

できた。一方、いずれの地域でも、舟板建

築の空き家化や舟板建築の認識不足等が生

じてきており、舟板建築の維持管理・保全

方法が各地域で共通の課題となっていた。
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図２ 調査対象地（宿根木、伊庭町、五個荘金堂町）での舟板建築の分布図 

表１ 調査地域における舟板建築の特徴 
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図３ 調査対象地の舟板建築の立面図（実測調査事例より一部抜粋） 




